
　本会の今年度の災害発生状況で、通
学中に発生した災害の7割近くが自転

車走行時に関わる事故です。また、警視庁の資料による
と、ヘルメットの着用状況による致死率では、着用して
いる場合と比較して、着用していない場合の致死率は約
1.8倍高くなると言われています。将来に希望を膨らま

せ、今後益々活躍する皆さん一人ひとりの命を大切にし
ていただきたいと強く思います。
　さて、本会は生徒の学校生活や、保護者のＰＴＡ活動
でケガなどを被た場合の経済的負担の軽減と、生徒の心
身の健康と安全を図ることを目的に北海道高等学校ＰＴ
Ａ連合会が設立した互助組織です。
　保護者の皆さんには、この加入案内で共済事業への理
解を深めていただき、相互扶助の輪に加わってください
ますようお願いいたします。
　令和８年度も健康で安全な生活ができるよう取り組ん
で行きましょう。

～ヘルメットを着用して
� 自転車に乗りましょう！～
理事長　海東　剛哲

　安全互助会は次の事業を行います

みんなで加入し高校生活とPTA活動に安心と充実を

○　学校の管理下で発生した生徒の災害にスポーツ振興センターに上乗せして給付します
○　PTAの管理下で発生したPTA会員と生徒の災害に給付します
○　高校生の心身の健康と安全のための普及啓発事業を実施します

１　加入できる生徒及び保護者（PTA会員）
　　‌�　安全互助会と加入契約した学校（単P）に在籍している、原則として日本スポーツ振興セン
ターに加入している生徒及びその保護者（PTA会員）

　　‌�　なお、加入した生徒の保護者（PTA会員）は、手続きなく共済事業の加入者となります。
　　　加入の手続きについては、学校から案内があります。
２　会費
　（1）生徒（保護者の会費を含む）
　　・　全日制課程・中等教育学校・専攻科の生徒　1,400円
　　・　定時制課程の生徒　　　　　　　　　　　　　700円
　（2）�PTA会員で所属する単位PTAに保護する子女が在籍していない方　200円（会費改正）
３　共済期間（給付の対象となる災害の発生期間）
　　‌�　令和8年４月１日〔新入生は入学日〕から令和9年３月31日〔卒業生は卒業日〕までの期
間に発生した災害

４　共済金の給付対象となる活動の範囲
　（1）生徒　　　　　　　　 「学校の管理下」及び「PTAの管理下」で発生した災害
　（2）保護者・PTA会員等　「PTAの管理下」で発生した災害

「学校の管理下」とは
①　生徒が法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合
②　生徒が学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合
③　上記の他、生徒が休憩時間中に学校にある場合、その他校長の指示又は承認に基づ
いて学校にある場合
④　生徒が通常の経路及び方法により通学する場合

「PTAの管理下」とは
①　PTA会員等がPTA総会など会則に基づく手続きを経て決定された、PTAが主催又は
共催する行事（学校が主催する行事のうち予めPTAが組織的に参加することを決めた
行事を含む）に参加している場合
②　生徒がスポーツ振興センターの給付対象とならない活動のうち、PTAが主催又は共
催する活動に参加している場合
③　生徒やPTA会員等が合理的な経路及び方法により自宅と会場の間を移動する場合
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５　共済給付の区分及び共済金
　‌�　ここからは、共済金の給付に関する規程の概要を掲載しています。詳しい内容については、‌
「共済約款」や「事業方法書」を参照して下さい。
　（1）生　徒

学
校
の
管
理
下

死亡共済金 1,000万円
　（通学中又は突然死の場合はその２分の１の額）

障害共済金
最高1,200万円
　障害の等級ごとに定める額（通学中の災害に起因する場
合はその２分の１の額）

傷病共済金

　同一災害についてスポーツ振興センター給付額が、ひと
月に１万円以上の場合にその４割の額（百円未満は切り捨
て）。
　ただし、初回月分が１万円未満の場合でも、初回月分と
翌月分の合計が１万円以上のときは対象とする。
（本会からの給付額の限度はひと月につき４万円）

Ｐ
Ｔ
Ａ
の
管
理
下

特別死亡共済金 1,500万円
　（通学中又は突然死の場合はその２分の１の額）

特別障害共済金
最高1,500万円
　障害の等級ごとに定める額（通学中の災害に起因する場
合はその２分の１の額）

特別傷病共済金
　スポーツ振興センターと同様の算定方法により算定した
額が同一月で５千円以上の場合に算定した額（ただし、災
害の発生の日からその日を含めて180日以内）

学
・
Ｐ
共
通

歯科補綴共済金
　保険外診療で歯科補綴を行った場合に、１本につき４万
円を限度に２本まで（通学中の災害の場合はその２分の１
の額）

　（2）PTA等

Ｐ
Ｔ
Ａ
の
管
理
下

PTA死亡共済金 400万円
　（移動中又は突然死の場合はその２分の１の額）

PTA障害共済金
最高400万円
　障害の等級ごとに定める額（移動中の災害に起因する場
合はその２分の１の額）

PTA傷病共済金
入　院　	７～30日	 ５万円	
		 31日以上	 10万円	 １災害１回限り
通　院		 ３日以上	 １万円	 １災害１回限り

○�　「障害」関係の共済金はスポーツ振興センターの区分した等級を適用します。例えば､「障害
共済金」の場合､ １級は1,200万円、14級は25万円です。

※（一般事業）

香料給付事業 生徒が死亡した場合で､ スポーツ振興センター及び本会の共済金の
給付対象とならなかったときに10万円を給付
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６　共済金を支払わない場合あるいは制限する主な場合
　・‌�　被害を被った場合で加害者から損害賠償を受けたとき（「死亡」及び「障害」の場合を
除く）

　・　被共済者の重大な過失による場合
　・‌�　被共済者の自殺行為（スポーツ振興センターの給付対象となった場合を除く）、犯罪行
為又は闘争行為による場合

　・‌�　被共済者の無資格での自動車等の運転中、酒に酔った状態又は麻薬等の影響により、 
正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の場合

　・　被共済者の妊娠、出産、早産又は流産の場合
　・　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱等の事変又は暴動の場合
　・　地震もしくは噴火又はこれらによる津波の場合
　・　旅行・集団宿泊的行事における航空機、船舶及び車両等の事故の場合
　・　核燃料物質等の放射性、爆発性等による災害の場合
　・　頸部症候群（むちうち症）、腰痛等で医学的他覚所見のない場合

７　加入・共済金請求手続き

関　連　事　業
　１　健康安全普及啓発事業（生徒の心身の健康と安全に係る健康普及啓発事業）
　　・　生徒の健康や安全に係る専門家による実技講座や講演等の普及啓発事業
　２　助成事業（生徒の心身の健康と安全に係る高校教育関係諸団体への助成事業）
　　・　北海道高等学校長協会調査研究部生徒指導委員会
　　・　北海道高等学校養護教諭研究会
　３　広報事業（財団法人及び共済事業への理解を促す広報事業）
　　・　「安全互助会だより」の発行・配布（８月、２月）
　　・　「共済事業の手引」の発刊・配布
　４　共催事業（北海道高等学校PTA連合会と共催した諸事業）

本会ではホームページを開設しています。  http://www.h-anzen.com/
　共済金給付に関する規程（共済約款、事業方法書）、Ｑ＆Ａ、加入手続きなどが掲載さ
れています。
　令和８年度の様式２・３は変更になっておりますので、ホームページよりダウンロー
ドして、使用してください。

加入手続き
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加入申込書
・
会　費

共済契約申込書

会費 指定銀行口座へ振込

加 入 報 告 書

共済金請求手続き

保
　
護
　
者

高
等
学
校
安
全
互
助
会

共済金請求書 各　学　校
Ｐ　Ｔ　Ａ

共済金請求書

共済金等給付
通知書

共 済 金 振 込
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 共済金・香料給付状況� 平成27年４月１日～令和７年12月31日

○生徒を対象 発生件数 給付件数 給付金額

学
校

管
理
下

死亡共済金 2件 2件 10,000,000円
障害共済金 14件 14件 6,750,000円
傷病共済金 19,782件 28,495件 415,163,600円
歯科補綴共済金 13件 13件 590,000円

Ｐ
Ｔ
Ａ

管
理
下

特別死亡共済金 0件 0件 0円
特別障害共済金 0件 0件 0円
特別傷病共済金 7件 7件 66,500円
香　料 50件 50件 5,000,000円

生徒計 19,861件 28,581件 437,570,100円
○PTAを対象

PTA死亡共済金 0件 0件 0円
PTA障害共済金 0件 0件 0円
PTA傷病共済金 12件 12件 240,000円

生徒・PTA総計 19,873件 28,593件 437,810,100円

 生徒の傷病発生件数の分析�発生件数　19,782件（学校管理下・生徒の傷病の発生件数）
〈場面別〉
授業中 4,702件

体育 3,574件
体育以外 113件
行事中 1,015件

部活動中 13,262件
球技 11,510件
武道 509件

他運動部 1,141件
文化系部 102件

その他在校中 729件
休憩時間 492件
始業前 48件
放課後 189件

通学中 1,081件
自転車 722件

自転車外 359件
寄宿舎 1件
PTA活動中 1件
PTA移動中 6件

〈学年・男女別〉
１　年 8,097件

男 5,170件
女 2,927件

２　年 7,961件
男 5,189件
女 2,772件

３　年 3,715件
男 2,469件
女 1,246件

４年以上 9件
男 4件
女 5件

〈傷病別〉
骨折� 5,380件
捻挫� 2,798件
脱臼� 903件
打撲・挫傷� 2,408件
創傷� 658件
靱帯損傷・断裂� 3,675件
半月板損傷・断裂� 646件
腱損傷・断裂� 213件
歯牙破折� 213件
その他負傷� 459件
疾病� 2,429件

手・指
1682件

骨折
5380件

傷病・部位別
19,782件

疾病
2429件

腰
1088件

その他
1138件

その他
1603件

足首
1823件

足首
1912件

頭
678件

　靱帯損傷
　・断裂
3675件

捻挫
2798件

その他
1098件

脱臼
903件

創傷 658件

半月板損傷・断裂
646件

歯牙破折 213件
腱損傷・断裂 213件

その他負傷 459件

膝 203件

打撲・
挫傷

  2408件

膝
1360件

足首 629件

足・指 530件
鼻 485件

手首 451件

その他 492件膝 234件
その他 652件

大腿部・股関節 331件
膝 301件

問い合わせ先

一般財団法人北海道高等学校安全互助会
事務局　〒０６０－０００５
　　　　　　北海道札幌市中央区北５条西６丁目１　第２北海道通信ビル

ＴＥＬ（０１１）２５２－０２００
ＦＡＸ（０１１）２５２－０２０１
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